
 
 

入院診療費請求方法の変更について  
★ 平成 30年 4月 1日より、入院医療費の計算方法がかわります。 

 
当院は平成 30年 4月 1日より、厚生労働大臣が指定する『DPC対象病院』として認定されました。 

全国の 200床以上の病院において約 82％が DPC対象病院として認定されており、当院も厚生労働省の一
定の基準を満たしたということで、『DPC対象病院』として認可されました。 
そのため、一般病棟に入院された方の入院診療費の計算方法を、『包括払い（DPC/PDPS）方式』という

新しい計算方法で請求する病院へ変更いたします。   

 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院        ver.20180126（医事）     

 

 

(平成30年3月31日までに入院） （平成30年4月1日から入院）
＜包括払い（DPC/PDPS）方式の計算イメージ＞

従来の計算方法

入院料

処置料（1000点以上を除く）

注射料

投薬料

画像診断料（Ⅹ線・ＣＴなど）

検査料（一部を除く）

一つ一つの診療内容を
積み上げて計算する方法

出来高方式

内視鏡検査料

処置料（1000点以上のもの）

手術・麻酔料

放射線治療料（アイソトープ・リニアックなど）

リハビリテーション料

入院時食事療養費 個室料等（自費）

DPC/PDPSの計算方法

包括払い方式(DPC/PDPS)

病名（診断群分類）ごとに設定された
包括点数を基本として計算する方式

（一部の出来高部分のみ加算する）

診断群分類ごとの1日の包括評価点数
×

入院日数
×

10円
入院料・検査料・画像診断料

投薬料・注射料
処置料（1000点以上を除く）

などを含む

+

処置料（1000点以上のもの）

手術・麻酔料

放射線治療料（アイソトープ・リニアックなど）

リハビリテーション料

入院時食事療養費 個室料等（自費）

内視鏡検査料

出来高部分

（従来通り）

包括部分

（変更部分）

当院において、「包括払い(DPC/PDPS)方式」の内容を説明する際には、名称を「DPC」と略して説明いたしま
すので、ご了承ください。 



 

 
 

包括払い(DPC/PDPS)方式に関する質問 

Ｑ1 すべての入院患者がこの制度の対象となるのでしょうか。 

当院では、一般病棟に入院される方が対象となります。ただし、以下に該当する場合は従来通りの出来高払
い方式となります。 
 自賠責・労働災害・公務災害による入院 
 入院後 24時間以内に死亡された場合 
 治験対象による入院 
 病名が DPC制度のいずれにも該当しない場合 
 非常に長期の入院や一部の高額な薬剤・検査等を行った場合 

 

Ｑ2 平成 30年 3月 31日以前から入院している場合はどうなりますか。 

平成 30年 4月 1日以降に新たに入院される方が対象となります。なお、平成 30年 3月 31日以前から入
院されている方につきましては、2 ヶ月間は従来の出来高払い方式で計算し、6 月 1 日より「包括払い
(DPC/PDPS)方式」となります。 
 

Ｑ3 出来高払いと比べて、入院診療費は高くなるのでしょうか。 
入院している間の病名や診療内容によって、１日当たりの診療費が決まるため、出来高払いと比べて高くな
る場合もあれば、安くなる場合もあります。また、病院の機能によって厚生労働省が定めた係数もあるため、
同一の傷病で治療を行った場合でも、病院によって入院医療費が若干異なることがあります。 
 

Ｑ4 対象となる病気でも、出来高払いで計算してもらえるのでしょうか。 

厚生労働省の定めにより、「包括払い(DPC/PDPS)方式」の対象となる傷病は出来高払いでの計算はできま
せん。 
 

Ｑ5 一部負担金、高額療養費、公費等の取扱いはどうなるのでしょうか。 

医療費の一部負担金の支払い方法に関しては、これまでと変わりません。患者さんが加入されている保険の
負担割合に応じてお支払いいただきます。高額医療費制度や公費の取扱いに関しても、これまでと変わりま
せん。 
 

Ｑ6 食事・個室の料金もこの料金に含まれるのでしょうか。 

食事・個室の代金は従来どおりの金額を負担していただくことになります。 
 

Ｑ7 入院中に、他院を受診したりお薬をもらいに行っても良いですか？ 
当院入院中に他の医療機関を受診したり、お薬の処方を受ける（ご家族がお薬を受け取りに行く場合も含む）
ことは原則できません。 
ご入院中に持参された薬が切れたり、他院の予約が重なってしまった場合は、当院医師や看護師にお知らせ
ください。ただし、主治医が当院ではできない専門的な診療が必要と判断した場合は、他医療機関へ紹介さ
せていただく場合がありますので、必ずご相談下さいますようお願いいたします。 
  

～ご質問やご相談は正面玄関、入院窓口６番までお声かけください～ 
 


